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１ 計画策定の意義    

私たちが生活し、活動をしていく限り、必ず「資源（もの）」を消費し、それが不要となった時点で廃棄物となります。 

 これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄という経済活動やライフスタイルは、大気汚染や水質汚濁などを引き起こ

してきました。また、地球温暖化や資源の枯渇といった地球規模の環境問題となっています。 

ごみの処理が環境に与える影響を最小限にしていくことは、地域のみならず地球規模での課題となっています。 

今後のごみ問題は、環境への負荷の軽減と資源の循環を最優先にした、「環境にやさしい処理システム」の整備を中心

とするものでなければなりません。また、最終的に処分する際も環境への負荷の低減を目指した「適正処理」を行うこ

とが不可欠です。 

これらを踏まえ、令和３年３月に令和３年度から令和 10 年度までの８年間における、本市のごみの減量化やごみ処

理施策の総合的・計画的な推進の基本となる「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」を策定しました。この基本計

画に基づく各種施策の実施による、ごみの減量及び適正処理を推進し、環境にやさしい循環型都市を目指したごみの減

量・資源化への取り組みを進めています。 

本計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「法」という。）第８条に基づいて一

般廃棄物の中で大きな割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、再資源化を進め、最終処分量の削減を図る目的で、

市民、事業者及び行政それぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって

取り組むべき方針を示したものです。 

本計画の推進により、資源投入量の抑制及び容器包装廃棄物の再資源化を推進するとともに、最終処分場の延命化が

図られるものです。 

 

２ 計画の基本的方向 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示します。 

 ・ごみの減量・資源化のために、市民・事業者・行政が協働で取り組み、相互理解を深めるとともに、協力体制を整

備し、環境にやさしいコミュニティを形成していけるように、ごみ減量推進員制度の充実、市民と行政との情報交

流の活性化、事業者と行政との情報交換や情報発信の充実を図ります。 

 ・海洋プラスチックごみ問題が世界的に懸念されており、本市においても、「やおプラスチックごみゼロ宣言」に基

づき、プラスチックごみの削減に向けた取組を拡大し、なるべくごみを出さないライフスタイルへの転換を図りま

す。 

 ・市民がごみの減量やリサイクルに積極的に取り組めるよう、環境教育や環境学習の充実を図ります。また、環境教

育や環境学習を通じて、子どもから高齢者まで、環境に対する意識の向上を図ります。特に本市の未来を担う子ど

もに対しては、学校教育における「総合的な学習の時間」等を活用し、学校と地域との連携を図り、体系的な環境

教育を推進します。 

 ・部品の共有化、長期確保、販売店における修理カウンターの整備等、製品の修理体制の整備を事業者に求め、資源

を有効活用した事業者の活動内容について、市民に情報発信を行います。また、資源回収の促進を図るため、スー
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パー等へ店頭回収の協力を求めるとともに、店頭回収実施店に関する情報を市民へ発信し、回収への協力を呼びか

けます。市は、公共施設等における回収拠点の整備に努めます。 

 ・町会、こども会等が実施している集団回収について、より意欲的な活動を継続できるよう充実したサポートを行い

ます。また、ごみの減量・資源化に関する模範的な活動を行っている個人・団体に対して、表彰や活動紹介を行う

など、市民の自主的な活動に対する支援を行います。 

 

３ 計画期間 

 本計画の計画期間は令和５年４月を始期とする５年間とし、３年目に改定します。 

 

４ 対象品目 

 本計画は、容器包装廃棄物のうち、主としてスチール製の容器（以下「スチール製容器」という。）、主としてアルミ

ニウム製の容器（以下「アルミ製容器」という。）、無色のガラス製容器、茶色のガラス製容器、その他の色のガラス製

容器、主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの（原材料としてアルミニウムが利用されているものを

除く。以下「紙パック」という。）、主として段ボール製の容器（以下「段ボール」という。）、主としてポリエチレンテ

レフタレート（ＰＥＴ）製の容器包装であって飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの（以

下「ペットボトル」という。）、主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの（以下「その他のプラスチ

ック製容器包装」という。）を対象とします。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

容器包装廃棄物 12,647ｔ 12,522ｔ 12,398ｔ 12,275ｔ 12,153ｔ 

【内訳】 

 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

スチール製容器 146ｔ 144ｔ 143ｔ 141ｔ 140ｔ 

アルミ製容器 139ｔ 137ｔ 136ｔ 135ｔ 133ｔ 

無色のガラス製容器 177ｔ 175ｔ 173ｔ 172ｔ 170ｔ 

茶色のガラス製容器 237ｔ 235ｔ 232ｔ 230ｔ 228ｔ 

その他の色のガラス製容器 612ｔ 606ｔ 600ｔ 594ｔ 588ｔ 

紙パック 415ｔ 411ｔ 406ｔ 402ｔ 398ｔ 

段ボール 2,096ｔ 2,075ｔ 2,055ｔ 2,034ｔ 2,014ｔ 

その他の紙製容器包装 2,385ｔ 2,361ｔ 2,338ｔ 2,315ｔ 2,292ｔ 

ペットボトル 830ｔ 822ｔ 814ｔ 806ｔ 798ｔ 

その他のプラスチック製容器包装 5,611ｔ 5,555ｔ 5,500ｔ 5,446ｔ 5392ｔ 

 うち白色発泡スチロール製食品トレイ 21ｔ 21ｔ 21ｔ 21ｔ 20ｔ 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項（法第８条第２項第２号） 

 容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施します。なお、実施に当たっては、市民、事業者、再生資源事

業者及び行政等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図ります。 
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方 策 名 事   業   内   容 

販売店、事業所との協働  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に基づいた循環型社会の実現に向け、

「やおプラスチックごみゼロ宣言」を行いました。市内小売店とともに、ごみの

減量・資源化に積極的に取り組んでいけるよう、ごみの減量やリサイクルの普

及・啓発活動に取り組みます。 

・簡易包装の実施、代替素材の使用等、プラスチックごみを発生させない販売

方法の展開 

・使い捨て容器の使用の自粛 

・ペットボトル、紙パック、トレイ、空き缶、あきびん等の回収の実施 

・その他のごみ減量・リサイクル活動として認められる事業 

集団回収（支援制度） 住民団体による集団回収において、住民団体への奨励金の交付、結束用紙ひも

の支給などの支援等を行うことにより、ごみの排出抑制の効果の拡充を図りま

す。 

○回収品目例 

・新聞紙、雑誌（雑がみを含む）、段ボール、紙パック 

・アルミ製容器、スチール製容器 

・古布類 

メディアを用いた方策 各種メディアを用いた啓発活動を実施します。 

・広報誌にごみの減量化・リサイクルに関する啓発記事を掲載 

・ごみ収集カレンダーの作成及び配付 

・ごみの減量化・リサイクルに関する啓発チラシの作成及び配付 

・ホームページやスマートフォンアプリにてごみの分別排出の方法を啓発 

環境教育の実施 ・環境教育のためのパンフレットを作成し、配付します。 

・環境学習講座の開催 

学習プラザの活用 環境学習の場及び環境問題の情報発信拠点として活用します。 

指定袋制 ごみの排出については、市の指定する袋での排出を求めることで、ごみの減量

及び分別の徹底を図ります。 

ごみ減量推進員制度 ごみ減量推進員を委嘱し、市民と行政との情報交流や意見交換の活性化を図る

ことにより、地域におけるごみの発生抑制、再生利用等の活動を推進します。 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分（法第８条第２

項第３号） 

 最終処分場の残余容量、処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種

類を下表左欄のように定めます。 

 また、市民の協力度、市の有する再生施設、収集機材等を勘案し、収集に係る区分は下表右欄のとおりとします。 

分別収集する容器包装の種類 収 集 に 係 る 分 別 の 区 分 分 別 収 集 開 始 時 期 

スチール製容器 資源物 昭和55年 ７月 

アルミ製容器 資源物 昭和55年 ７月 

無色のガラス製容器  

資源物 

 

昭和59年 ３月 茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス製容器 

紙パック 集団回収（牛乳パック） 昭和55年 ７月 

段ボール 集団回収（段ボール） 昭和55年 ７月 

ペットボトル ペットボトル 平成 ９年10月（拠点回収） 

平成21年10月（分別収集） 

その他のプラスチック製容器包装 容器包装プラスチック 平成21年10月 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条第６項に規定する主務省令で

定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号） 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 
スチール製容器 141ｔ 140ｔ 138ｔ 137ｔ 135ｔ 

アルミ製容器 117ｔ 116ｔ 115ｔ 114ｔ 113ｔ 

無色のガラス製容

器 

（合計） 

129ｔ 
（合計） 

128ｔ 
（合計） 

127ｔ 
（合計） 

126ｔ 
（合計） 

124ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

129ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

128ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

127ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

126ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

124ｔ 

茶色のガラス製容

器 

（合計） 

148ｔ 
（合計） 

147ｔ 
（合計） 

146ｔ 
（合計） 

144ｔ 
（合計） 

143ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

148ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

147ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

146ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

144ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

143ｔ 

その他の色のガラ

ス製容器 

（合計） 

524ｔ 
（合計） 

520ｔ 
（合計） 

514ｔ 
（合計） 

510ｔ 
（合計） 

503ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

524ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

520ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

514ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

510ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

503ｔ 

紙パック 34ｔ 34ｔ 33ｔ 33ｔ 33ｔ 

段ボール 1,323ｔ 1,313ｔ 1,297ｔ 1,287ｔ 1,271ｔ 

その他の紙製容器

包装 

（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 

ペットボトル 

（合計） 

526ｔ 
（合計） 

514ｔ 
（合計） 

501ｔ 
（合計） 

489ｔ 
（合計） 

477ｔ 
（引渡量） 

526ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

514ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

501ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

489ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

477ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 

その他のプラスチ

ック製容器包装 

（合計） 

2,175ｔ 
（合計） 

2,195ｔ 
（合計） 

2,208ｔ 
（合計） 

2,228ｔ 
（合計） 

2,248ｔ 
（引渡量） 

2,175ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

2,195ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

2,208ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

2,228ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

2,248ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 

 

（うち白色発泡

スチロール製食

品トレイ） 

（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
（合計） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 
（引渡量） 

0ｔ 
(独自処理量) 

0ｔ 

 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び法第２条第６項に規定する主務省令で

定める物の量の見込みの算定方法 

 令和３年度始期の「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」における数値目標より、「ペットボトル」、「その他の

プラスチック製容器包装」の見込み量を決定するものとします。なお、その他の分別項目ついても同様に、「八尾市一般

廃棄物処理基本計画（ごみ編）」の数値目標と収集実績を参考に、直近年度の収集実績に人口変動率を乗じ、算定するも

のとします。 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 分別収集は、現行の収集体制を維持し、引き続き取り組んでいきます。 

 また、現在町会（自治会）や市民団体等による集団回収が進んでいるスチール製容器・アルミ製容器・紙パック・段

ボールについては、引き続きこれらの団体が集団回収を実施することを奨励します。 
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容器包装廃棄物の種類 収集にかかる分別の区分 収集・運搬段階 選別・保管等段階 

金 

 

属 

スチール製容器 資 源 物 

集団回収（スチール缶） 

集団回収（アルミ缶） 

市による定期収集 

住民団体による集団回収 

市 

再生資源事業者 アルミ製容器 

ガ 

ラ 

ス 

無色のガラス製容器  

資 源 物 

 

 

市による定期収集 

 

 

市 

 

 

茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス製

容器 

紙 

類 

紙パック 集団回収（牛乳パック） 住民団体による集団回収 再生資源事業者 

段ボール 集団回収（段ボール） 住民団体による集団回収 再生資源事業者 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル ペットボトル 
公共施設拠点回収 

市による定期収集 
市 

その他のプラスチック

製容器包装 
容器包装プラスチック 市による定期収集 市 

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 缶・びんについては、当市のリサイクルセンターで選別・圧縮・保管を行い、再生資源業者に引き渡します。 

ペットボトル・その他のプラスチック製容器包装は同施設で圧縮・梱包機にて処理・保管を行い、指定法人に引き渡

します。 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 
収集に係る分別の区分 収 集 容 器 収 集 車 中 間 処 理 

スチール製容器 
資 源 物 袋 パッカー車 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮施設） アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

資 源 物 袋 パッカー車 
リサイクルセンター 

（選別・圧縮施設） 

茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス

製容器 

紙パック 集団回収（牛乳パック） 縛る 
平ボディ車または 

パッカー車 

再生資源事業者 

ストックヤード 

段ボール 集団回収（段ボール） 縛る 
平ボディ車または 

パッカー車 

再生資源事業者 

ストックヤード 

ペットボトル ペットボトル 
回収ボックス、 

袋 
パッカー車 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮・梱包

施設） 

その他のプラスチッ 

ク製容器包装 
容器包装プラスチック 袋 パッカー車 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮・梱包

施設） 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

・ 適正な分別収集を実施するため、市民に向けて容器包装廃棄物の正しい排出についての周知を図り、異物等の混入

の低減に努めます。 

・ 地域と行政とのパイプ役となる「ごみ減量推進員」との更なる連携強化を図りながら、地域への情報提供や市民と

の意見交換による情報の共有をおこなうことにより、分別収集に関する市民意識の向上に努めます。 
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・ 集団回収については、回収量が本市の資源化量の多くを占めていることから、引き続き奨励金制度と結束用ひもの

支給を継続することにより、地域の集団回収への取り組みの促進を図ります。 
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【参考】 

分別収集に必要な施設計画（排出段階） 

施設の種別 
対象とする容器包装 

廃棄物等の種類等 

施設等の仕様（形状、形式、能 

力、数量等）及び整備計画 

管理主体

等 
参考欄（現有施設状況） 

１．排出容器 

1.1透明合成樹脂袋 a.資源（スチール製容 

 器、アルミ製容器、 

無色のガラス製容 

器、茶色のガラス製 

容器、その他のガラ 

ス製容器） 

（仕様） 

 材質：樹脂製 

 容量：35 ﾘｯﾄﾙ 

（整備計画） 

 整備済 

住民 ・平成８年10月から 

資源として収集実施 

 

b.ペットボトル 

c.その他のプラスチ

ック製容器包装 

（仕様） 

 材質：樹脂製 

 容量：45 ﾘｯﾄﾙ 

（整備計画） 

 整備済 

住民 ・平成21年10月からペ

ットボトル、容器包装プ

ラスチックとして収集

実施 

1.2結束用ひも d.集団回収（紙パッ 

ク、段ボール） 

（仕様） 

 材質：再生紙 

 長さ：500ｍ 

（整備計画） 

 整備済 

住民 ・住民団体が分別して 

集団回収 

1.3回収ボックス e.ペットボトル （仕様） 

 材質：スチール製 

 容積：700mm×450mm×800 mm 

（整備計画） 

 整備済 

市 ・平成８年10月から 

ペットボトルとして 

拠点回収 

 

２．排出場所 

2.1自宅前（一部、ス

テーション有） 

a.資源（スチール製容 

器、アルミ製容器、   

無色のガラス製容 

器、茶色のガラス製 

容器、その他のガラ 

ス製容器） 

b.ペットボトル 

c.その他のプラスチ

ック製容器包装 

d.集団回収（紙パッ

ク、段ボール） 

従来の排出場所を利用 住民 ・ごみ減量推進員が指導 

2.2回収拠点 e.ペットボトル 市内の公共施設を利用 市 ・市内16箇所 
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分別収集に必要な施設計画（運搬段階） 

施設の種別 
対象とする容器包装 

廃棄物等の種類等 

施設等の仕様（形状、形式、能 

力、数量等）及び整備計画 

管理主体

等 
参考欄（現有施設状況） 

１．専用車輌 

1.1パッカー車 a.資源（スチール製容 

 器、アルミ製容器、 

 無色のガラス製容 

器、茶色のガラス製 

容器、その他のガラ 

ス製容器） 

（仕様） 

積載量：２ｔまたは４ｔ 

ボディ容積：４㎥または６㎥ 

（整備計画） 

 整備済 

市 ・資源として混合収集 

b.ペットボトル （仕様） 

積載量：２ｔまたは４ｔ 

ボディ容積：４㎥または６㎥ 

（整備計画） 

 整備済 

市 ・ペットボトルとして 

収集 

c.その他のプラスチ

ック製容器包装 

（仕様） 

 積載量：２ｔまたは４ｔ 

ボディ容積：４㎥または６㎥ 

（整備計画） 

 整備済 

市 ・容器包装プラスチック 

として収集 

e.ペットボトル 

（拠点収集） 

（仕様） 

積載量：２ｔまたは４ｔ 

 ボディ容積：４㎥または６㎥ 

（整備計画） 

 整備済 

市 ・ペットボトルとして 

収集 
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分別収集に必要な施設計画（中間処理段階） 

施設の種別 
対象とする容器包装

廃棄物等の種類等 

施設等の仕様（形状、形式、能

力、数量等）及び整備計画 

管理主体

等 
参考欄（現有施設状況） 

１．再生施設 

1.1リサイクルセン

ター 

a.資源（スチール製容 

器、アルミ製容器、無 

色のガラス製容器、茶 

色のガラス製容器、そ 

の他のガラス製容器） 

 

（整備計画） 

 策定済 

主要機器：ベルトコンベア、 

磁選機、アルミ選別機、圧縮 

機、ストックヤード 

市 ・能力：14ｔ/日 

b.ペットボトル （整備計画） 

 策定済 

主要機器：ベルトコンベア、

圧縮・梱包機、ストックヤー 

ド 

市 ・能力：２ｔ/日 

c.その他のプラスチ

ック製容器包装 

 

（整備計画） 

 策定済 

主要機器：ベルトコンベア、 

圧縮・梱包機、ストックヤー 

ド 

市 ・能力：10ｔ/日 

e.ペットボトル 

（拠点収集） 

（整備計画） 

 策定済 

主要機器：ベルトコンベア、 

圧縮・梱包機、ストックヤー 

ド 

市 ・能力：２ｔ/日 
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